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 はじめに 

▼▼  ははじじめめにに  

 
１ 策定の趣旨                                

 この実施計画は、岩手県東日本大震災津波復興計画（復興基本計画）に掲げた「いのちを守り 

海と大地と共に生きる ふるさと岩手・三陸の創造」の実現に向けて、県が直接実施、あるいは

補助、支援する施策、事業等を具体的に示すものである。 

 なお、掲載している事業等は、計画策定時点で想定したものであり、社会経済情勢の変化や復

興の状況等を踏まえ、必要に応じて、所要の見直しを行っていくものである。 
 
 
２ 計画の期間                                

 復興基本計画は、平成 23 年度（2011 年度）から平成 30 年度（2018 年度）までの８年間を全

体計画期間としているが、実施計画では、第１期を基盤復興期間として位置付け、その対象期間

を平成 23 年度（2011 年度）から平成 25 年度（2013 年度）までの３年間とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３ 計画の構成等                               

 この実施計画では、復興基本計画に示した「防災のまちづくり」、「交通ネットワーク」、「生活・

雇用」、「保健・医療・福祉」、「教育・文化」、「地域コミュニティ」、「市町村行政機能」、「水産業・

農林業」、「商工業」、「観光」の 10 分野の取組ごとに、第１期で実施を予定している事業をとり

まとめたものである。 

 第１期は基盤復興期間であることから、多重防災型のまちづくり、三陸復興道路の整備、災害

復興公営住宅等の整備、被災医療確保対策、水産業経営基盤の復旧、中小企業の再生等、復興の

土台となる事業を掲載しているほか、第２期（本格復興期間）につながる事業等も掲載している。 

 実施計画の構成は、復興基本計画における取組の体系ごとに構成事業を整理した「施策体系」、

事業名、実施主体、事業概要、実施年度を示した「構成事業の概要と実施年度」、事業一覧に記載

した事業のうち特に重要な事業の概要を示した「主要な事業」となっている。 

岩手県東日本大震災津波復興計画

復 興 実 施 計 画
第１期

～基盤復興期間～
（平成23年度～平成25年度）

復興基本計画
（平成23年度～平成30年度）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

第２期
～本格復興期間～
（平成26年度～平成28年度）

第３期
～更なる展開への連結期間～

（平成29年度～平成30年度）
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本書の見方 

▼▼  本本書書のの見見方方  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策体系 

構成事業の概要と実施年度 

 

 

 

 

取組項目 災害に強く安全で安心な暮らしを支える防災都市・地域づくり 

 

３つの原則 
「安全」の確保 防災のまちづくり 

10 分野 

■取組項目：取組項目ごとに事業を
位置づけ 

「３つの原則」と「10 の分野」を記載 
 

★ 

★ 

H22 H23 H24 H25 H26～

▼P55

▼P56

県、市町村 廃棄物処理法の規定により市町村事務とされてい

る一般廃棄物（災害廃棄物）の処理について、地

方自治法の規定に基づく事務委託を受けた12市町

村の当該事務を県が代行して実施

・災害廃棄物の発生推計量（全体）約580万ﾄﾝ

・うち県が代行処理する量　約380万ﾄﾝ

津波によって防潮堤等の海岸保全施設が破壊され

た地区を対象に、市町村に対して高潮・高波によ

る浸水範囲等危険箇所の情報提供を実施。また、

個別地域ごとの具体的な津波対策を検討し、海岸

保全基本計画を策定

・浸水想定マップ：12市町村

・津波対策検討：53地区

・海岸保全基本計画：53地区

県

県

震災からの復旧・復興に係る事業で、広域振興局

が実施する産業振興、風評被害等に対応する事業

を地域経営推進費事業として実施

・４広域振興圏を対象

・200事業程度/年（全県）

地域経営推進費事業(県

事業枠）

事業主体
実施年度

事業概要事業名

災害廃棄物緊急処理支援

事業

多重防災型まちづくり推

進事業

・多重防災型まちづくり

計画策定支援事業

■事業主体 

県が直接実施、あるいは補
助、支援する事業の実施主体
を記載 

■実施年度 

事業ごとに第１期（基盤復興期間）
に実施する事業の実施年度を記載
（発災直後から実施しているものに

ついてはＨ22 から記載） 

■事業概要 
取組項目ごとに第１期（基盤復

興期間）に実施を予定している
事業を記載 

■事業名 
例：（仮称）◯◯事業（再掲）▼P□□ 

 
 【凡例】 

（仮称）：事業名が未確定のもの 

◯◯ ：事業名や取組の名称 
（再掲）：再掲事業 
▼P□□：主要な事業の掲載ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災社会資本復旧事業 

災害に強いライフライン整備事業 

ひとにやさしいまちづくり推進事業 

多重防災型まちづくり推進事業★ 

災害廃棄物緊急処理支援事業★ 

多重防災型まちづくり推進事業★ 

地域経営推進費事業 

東日本大震災社会資本復旧事業 

情報通信基盤災害復旧事業 

警察官緊急増員事業★ 

「安全」の確保 

取組項目 

 

災害に強く安全で安心な暮らし
を支える防災都市・地域づくり 

 

 

故郷への思いを生かした豊かで

快適な生活環境づくり 

東日本大震災社会資本復旧事業 

湾口防波堤等整備事業★ 

三陸復興道路整備事業★ 

道の駅防災機能強化推進事業 

（仮称）三陸鉄道復旧整備事業★ 

港湾施設機能強化事業 

 

災害に強い交通ネットワークの
構築 

 

構成事業 10 分野 

 
Ⅰ 

防災のまちづくり 

Ⅱ 

交通ネットワーク 

■３つの原則 
復興に向けた「３つの原則」
を記載 

■10 分野 
「３つの原則」のもとに位置付
けた「10 の分野」を記載 

■取組項目 
それぞれの分野における
「取組項目」を記載 

■構成事業 
取組項目ごとに第１期（基盤復

興期間）に実施を予定している
事業を記載 

・事業名が未確定なもの
については、『（仮称）』
を記載 

・「主要な事業」に掲載
している事業について
は、『★』を記載 
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本書の見方 

 
主要な事業 ※主要な事業：実施計画の構成事業のうち、代表的な事業の事業目的や

概要について、図表等を用いてより詳細に紹介しているもの 
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 「安全」の確保 Ⅰ 防災のまちづくり 

取組項目 災害に強く安全で安心な暮らしを支える防災都市・地域づくり 

№１  災害廃棄物緊急処理支援事業 
 

 事業目的 
 
 復旧復興の第一ステップとして、災害廃棄物（がれき）の早期撤去を行うとともに、リサ

イクルに努めるなど、環境に配慮した処理を推進。 

 事業主体 
 
 県、市町村 

 事業概要 
 

廃棄物処理法の規定により市町村事務とされている一般廃棄物（災害廃棄物）の処理につ

いて、地方自治法の規定に基づく事務委託を受けた 12市町村の当該事務を県が代行して実施。 

岩手県災害廃棄物処理実行計画（平成 23年 6月 20 日）に基づき、平成 26年 3月末までに

終了することを目標として設定。 

 実施期間 
 
 平成 23 年度 ～ 平成 25 年度 

 災害廃棄物処理のイメージ 
 

北星・宮古ボード

（リサイクル施設）

発生量

（黒枠付

は県に

いわて第２クリーンセンター

いわてクリーンセンター

（焼却・最終処分場）

三菱マテリアル
太平洋セメント

（処理中核施設）

久慈地域（洋野町・久慈市・野田村・
普代村）
（広域処理地域）
久慈地区ごみ焼却場といわて第2ク
リーンセンターを活用しつつ、青森県
の処理施設を活用して、処理を行う
地域。広域処理が必要になる。

宮古地域（田野畑村・岩泉町・宮古
市・山田町）
（リサイクル中核地域）
良質な木くずを建設資材としてリサイ
クルするとともに、宮古清掃センター
で処理を行う。広域処理が必要にな
る。

釜石地域（大槌町・釜石市）
（域内リサイクル地域）
仮設焼却炉等を活用して処理を進め
るとともに、建設資材を製造できる地
域

大船渡地域（大船渡市・陸前高田
市）
（処理中核地域）
太平洋セメントでセメントを製造しな
がら、処理を行う地域で、他地域か
らの廃棄物も受け入れる処理中核
地域

海上
輸送

市町村焼却炉

可燃物

焼却灰

埋立用

県外広域処理へ

可燃物

埋立用
仮設焼却炉

二次仮置場（想定）

県外広域処理へ

仮設焼却炉

木くず処理施設

廃棄物処理施設

■取組項目：当該事業が位置付けられている
取組項目 

■事業名 ：当該事業の事業名や取組の名称 

 

事業内容等のイメージを、

図表等を用いて記載 
 

復興に向けた「３つの原則」
と「10 分野」 

■事業目的：復興に
向けた当該事業の

目的について記載 

■事業主体：県が直
接実施、あるいは補
助、支援する事業の

実施主体 

■事業概要：当該事
業で実施する具体
的な内容や数量を
記載 

■実施期間：当該事

業を実施する期間
（設計や調査等の
期間を含む） 
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